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₁．はじめに

宮城教育大学は教員養成大学であり、中等教育教員
養成課程・音楽教育専攻、初等教育教員養成課程・音
楽コースに学ぶ学生は、中学校、高等学校の音楽科教
諭、または小学校・特別支援学校等においては音楽の
スキルを身につけた教諭として活躍することが期待さ
れている。所属は他専攻だとしても音楽の単位を多く
履修した学生も同様である。

ひと言で「音楽のスキル」と言っても、身につけて
ほしい力は多岐にわたる。中学校、高等学校にせよ、
小学校にせよ、表現（歌唱や合唱、器楽や吹奏楽・マー
チング等、音楽づくり）や鑑賞において、教室でのリー
ダーシップを発揮するためには、学生時代に様々な経
験を積むことが求められる。学校に着任した「音楽の
先生」には、すぐさま、校歌や国歌の指導や伴奏を任
されることになるだろう。

教員養成大学の音楽系で学ぶ内容として、楽器演奏
や歌唱、合唱などは、実技科目として想像しやすい。

しかし、音楽理論・作曲の科目については、必ずしも
学ぶ意味や汎用性、面白さが十分に理解されていると
は言い難い。楽器演奏や歌唱のようには上達の過程が
見えにくいし、華やかさに乏しく思えるかも知れない。
それでいて、後年、教職に就いた卒業生たちが口々に
言うのは、「学生時代にもっと音楽理論を勉強してお
けば良かった」という述懐なのである。

折から教員数削減の大波を受けて、とりあえず目に
見えて必要だとわかる科目、教員採用試験に直接関係
する科目が優先されている。教員養成大学の音楽系の
組織に、理論・作曲教員が不在となる大学も散見され
る。果たして、教員養成課程であれ、音楽を学ぶこと
にとって、音楽理論・作曲の学習が手薄になって良い
のだろうか。

₂．教員をめざす学生が音楽理論・作曲を学
習する意味

音楽理論には、音楽を学ぶうえで欠かせない基礎・
基本としての楽典、エクリチュール修練のための和声

要　旨

教員養成大学の学生の「音楽理論・作曲」学習がめざすのは、音楽を構造的に理解すること、音楽専門としない
学生も「作曲する、作曲した作品を聴く」体験をして、将来学校で「音楽づくり、作曲」を教材として扱うのをハー
ドルと感じないようになること、また教室で児童、生徒と向き合ったときに、自信を持って適切なアドバイスがで
きるようになることなどである。音楽大学における作曲専攻生としての修練ではなく、あくまでも教員養成大学に
おいて音楽を学習する学生を対象とした授業への一提案である。
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学や対位法、さらには楽式論で形式の概要を知ること
を加え、知識・技術を総合して取り組む楽曲分析が含
まれる。

音楽理論が、音楽を聴く耳、楽譜を見る目にとって、
どのような場面で力になるのか考えてみる。

和声学の知識・技術は、教材の単旋律を合唱の形態
にパートを割り振る、あるいは伴奏を作るといった編
曲の際、直接的に必要となる。編曲は、単旋律を二声、
三声、四声というように声部を増やす場合だけでなく、
声部を減らさなければならない場合もある。生徒数が
足りない、あるいは力が不足しているので声部を減ら
す、または難しすぎる伴奏を簡略化して弾きやすく工
夫するような場合、省略できない音と、省略しても音
楽として成立する音とを見極めるために、音楽理論、
より直接的には和声学のスキルが役に立つ。もちろん、
既存の楽譜にこうした工夫をするのは、厳密に言えば
著作権上改竄にあたるので推奨すべきことではなく、
注意深く限定的であるべきである。しかし、それでも
なお、授業現場ではそのような対応が求められること
は日常的に起こり得る。

創造的行為である作曲では、和声学で学ぶ内容をそ
のまま書き記すようなことはないが、音を操作し組み
立て、重なり合いを想像して、音楽作品という目に見
えない形状を構築するために、和声学、対位法で学ぶ
抽象的な思考は、創造の基盤を形成するのに役立つと
考えられる。アカデミックに作曲を学ぼうとする初学
の者の手始めに、まず和声学が課せられるのはそのた
めである。

音楽理論諸科目から得られる知識・技術が有効な
のは、編曲、作曲だけではない。演奏においても鑑賞
においても、音楽理論諸科目、とりわけ楽曲分析力は
大きな助けとなる。楽曲分析によって、楽曲の構造は
明確に可視化できる。また、視野を限った場合、和音
の響かせ方や聴き方、例えばある音は和音の中でどう
いった役割を持つ構成音なのか、そのために、どういっ
た音量バランスや表情を持って演奏されるのが望まし
いかといった思考は、演奏、とりわけアンサンブルに
おいて非常に重要だ。演奏においても、鑑賞において
も、楽曲分析することは、その曲の「地図」を持つこ
とである。手元に地図があれば、今自分がどこにいる
のか迷うことはない。「こんな感じ」という根拠の薄
い情緒や好き嫌いではなく、音楽の知的な演奏や受容

のために、とりわけ音楽経験の少ない学生には楽曲分
析の演習が重要である。楽曲を理解しないままに、音
を並べるだけの演奏や、知的好奇心をかきたてること
のない鑑賞指導がいかに空虚か、詳しく述べるまでも
ないだろう。さらに、音楽理論は、基礎的音感修練と
してのソルフェージュにも応用できる。

小学校「学習指導要領」（平成29年₃月告示）に記さ
れている「音楽を形づくっている要素を聴き取り，そ
れらの働きが生み出すよさや面白さ，美しさを感じ取
りながら，聴き取ったことと感じ取ったこととの関わ
りについて考えること。イ 音楽を形づくっている要
素及びそれらに関わる音符，休符，記号や用語につい
て，音楽における働きと関わらせて理解すること。」

（Ａ表現、Ｂ鑑賞［共通事項］）や、中学校「学習指導
要領」（平成29年₃月告示）に記されている「音楽を形
づくっている要素や要素同士の関連を知覚し，それら
の働きが生み出す特質や雰囲気を感受しながら，知覚
したことと感受したこととの関わりについて考えるこ
と。 イ 音楽を形づくっている要素及びそれらに関わ
る用語や記号などについて，音楽における働きと関わ
らせて理解すること。」（Ａ表現、Ｂ鑑賞［共通事項］）
の具現化のためにも、まず「音楽を形づくっている要
素」を抽出する音楽理論・作曲学習は欠かすことがで
きない。

₃．宮城教育大学における音楽理論・作曲の
授業

₃―₁．歴史的推移
筆者は、平成₄（1992）年10月、宮城教育大学に着

任した。当時の音楽理論に関する授業科目を表で示す
（宮城教育大学　平成₅年度　履修のしおりによる）。

このカリキュラムは、おそらくは故・本間雅夫教授
によって作られたものである。しおりには「音楽理論
演習」はＡ～Ｃと分けて表記されているが、₃つの科
目を毎年開講したのではなく、年によって開講科目を
決めていたか、異なった内容を開講できるように、₃
つの科目を用意していたものと思われるが、実際には、

学年 前期 後期

₁年 音楽理論Ⅰ（必修）

₂年 音楽理論Ⅱ

₃年 音楽理論演習※
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少なくとも平成₄年以降はＡのみが開講されていたと
記憶している。

本間氏は、平成₆（1992）年₃月に定年退官され、
筆者がこのカリキュラムを引き継いだ。当時は、音楽
理論Ⅰ～Ⅱの前期まで和声学、Ⅱの後期では、長谷川
良夫「対位法」の第二部「器楽的スタイルの線的技法」
第一章、第二章をテキストに、₂声の簡単なインヴェ
ンション風な楽曲創作をめざしていた。音楽理論演習
では、貴島清彦「音楽の形式と分析」をテキストに、
小楽節、大楽節からソナタ形式に至る楽曲について、
このテキスト独特の方法である「分析グラフ」を用い
て、楽曲構造の視覚化をはかった。一般の学生に対す
る作曲の授業はなく、作曲の勉強を志願する学生には、
個人レッスンの形で対応していた。

平成₈年の課程改革によって生涯教育総合課程が
設置され、このカリキュラムは改訂された。ここでは、
平成₈年から次の課程改革が行われる19年までのカリ
キュラムについては省略する。

₃―₂．現行の音楽理論・作曲関係カリキュラムに
　　    ついて

平成19（2007）年₄月以降、令和元年（2019）年現在
の、音楽理論、作曲関係カリキュラムについて記す。

まず、学生の定員は以下のとおりである。
中等教育教員養成課程・音楽教育専攻　定員₈名
初等教育教員養成課程・音楽コース　定員₇名
大学院（修士課程、教職大学院専門職学位課程）

初等教育教員養成課程・音楽コース向けには、次の
₂つの授業が開かれている。
◦音楽基礎演習Ｄ（音楽理論・作曲）半期₂単位（必修）

楽典の確認、バイエルやコンコーネなどの和声
分析、非和声音、近親調、転調、借用和音、2部
形式・3部形式・複合₃部形式・ソナタ形式など。
最終的には自由作曲を課す。
教科書：島岡譲「和声と楽式のアナリーゼ」

◦キーボード・ハーモニー　半期₂単位
鍵盤和声の習得。和声法の基礎を、簡易伴奏づ
け等を通して実践的に学ぶ。 
教科書：吉川和夫他「はじめてのソルフェージュ
5（キーボード ･ ハーモニー）」

現行の中等教育教員養成課程・音楽教育専攻向けカ
リキュラムは下記のとおりである（※は重ね履修可）。

この中等教育教員養成課程・音楽教育専攻向けカリ
キュラムが、前節に記した平成19年までの音楽理論・
作曲の授業を引き継ぎ、展開させたかたちである。
◦音楽理論Ⅰ　通年₂単位（必修）

和声法の基礎。主に四声体の学習と実曲の和音
分析
教科書：島岡譲「和声のしくみ・楽曲のしくみ」
第₁、₂、₅章（ただし大幅な省略、補足あり）。
また適宜プリントを配布する。

◦音楽理論Ⅱ　半期₂単位
和声法の応用。片手伴奏・両手伴奏作りから簡
単な作曲へ。
教科書：島岡譲「和声のしくみ・楽曲のしくみ」
第₃、₄章（課題をまとめて実施など）

◦音楽理論演習　半期₂単位
古典派、ロマン派の音楽作品を分析し、音楽を
構造的に理解することを目指す。

◦作曲演習　　半期₂単位
毎回課題を設定し実施する。一定の時間内集中
して取り組むために、原則持ち帰りの宿題には
せず、授業時間中に課題を実施する。

この他に、初等教育教員養成課程、中等教育教員養
成課程それぞれに出講する科目がある。
◦音楽科教材実践研究、音楽科教育実践研究　₂-₃

年生　年に₂コマ分担
分担した時間には、動機作り、歌の旋律作りな
どを実施する。

₄．作曲を演習する課題について

ここでは、上に示したいくつかの授業で行った作曲
の課題について、次のように記しておく。

学年 前期 後期

₁年 音楽理論Ⅰ（必修）

₂年 音楽理論Ⅱ 作曲演習※

₃年 　音楽理論演習※
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₄―₁．【ステップ１】動機を発想し、旋律に広げていく
（₁）名前のリズムによって動機（モティーフ）を作っ

てみる
（₂）新聞記事の一行などをリズム譜に書いてみる
（₃） 短い詩に旋律を作曲する。
（₄）₄つの音による動機（モティーフ）作り

₄―₂．【ステップ₂】対位法的な音楽に対する興味を
ひらく

（₅）カノンをつくってみよう
（₆）歌うためのカノンまたはカノン風楽曲
（₇）カノンを応用した対位法的な曲

₄―₃． 【ステップ₃】さらに多様な表現へ
（₈）簡単なシャコンヌ（パッサカリア）風変奏を試みる
（₉） 変奏曲をつくろう
（10）自由作曲

₄―₄．【補記】ステップ₁に先立つ段階での旋律作り

₄―₁．【ステップ₁】動機を発想し、旋律に広げていく
（1）名前のリズムによって動機（モティーフ）を作っ

てみる
まず、自分の名前をリズムに書き取ってみる【譜

例₁】。
筆者の名前を例に挙げたが、促音「っ」が入る

ために、やや特殊なリズムになっているかも知れ
ない。

音を付すと、₁ ～ ₂小節の動機となる。名前
の音韻を取り去り、音楽の動機として、自由に変
形する【譜例2a】【譜例2b】。曲として完成させな
くて構わない。

（2） 新聞記事から抽出した一行など任意の文を、リズ
ム譜に書いてみる【譜例₃】。

ここで扱うことばは、字数が整っているとは限
らない。字数が整っていないことばのアクセント
を考え、リズム表記することがねらいである。

リズム譜ができたら、音を考える。ことばの1
音に音符₁音でなくても（メリスマのように音が
延びても）構わない。ことばのアクセントとリズ
ムに注目することを目的とする課題なので、曲と
して完成させなくても良い【譜例₄】。

（3） 短い詩に旋律を作曲する
詩に曲をつけるのは、短い詩といえども、必ず

しも簡単ではない。内容を解釈し、その詩とどう
向き合うかという読み手としての姿勢に関わって
くるからだ。しかし、ここでは作曲の初歩段階と
して、厳密な解釈はさておき、詩のことばを音楽
のリズムとして置き換えて、旋律化することを試
みる。詩の例としては、谷川俊太郎『わらべうた』、

『わらべうた　続』、まど・みちお、工藤直子、金
子みすゞの作品など。入手しやすく、平易なこと
ばで書かれたものが良い。伴奏はさておき、完成
させたい。

（4）₄つの音による動機（モティーフ）作り
ここまでは、導入として「あそび」の要素があっ

た。ここからは、もう少し深く作曲に踏みこんで
いく。

まだ、任意の音を₄つ決める。ここではこれを
「骨組みの音列」と呼ぶことにする。はじめは、極
端な跳躍や複雑な音程を含む音列を設定するのは
避けた方が良い【譜例₅】。

この「骨組みの音列」が旋律の冒頭の核となる
動機、言い換えれば「骨組みの音列」から導き出
した動機（₂ ～ ₄小節）を、できるだけ多く作る。
調性、拍子、リズムはまったく自由で、制限は設
けない【譜例₆】。

はじめのうちは、あえて₂小節目以下は作らず
そのままにして、他の楽想を考えるようにする（た
だし、₃拍子や、テンポの速い曲想などで、₄小
節目あたりまでを連続的に思いついた場合は、書
き留めることを妨げない）。
「骨組みの音列」の各音の間に、経過音、刺繍音、

倚音等の非和声音を挟んで、旋律を多様化させる。
各音に変化記号が付けられても差し支えない。で
きるだけ様々なキャラクターを持つ楽想（拍子、
テンポ、調性等）を試作する。
「骨組みの音列」は、必ずしも冒頭になくても良

い。動機を支える、まさに「骨組み」として、こ
の音列を活用するのである。ひとつの音列につき、
少なくとも10以上の動機を作ること。

十分な数の動機が書けたら、見直して、気に入っ
たもの、続きを作っていけそうなものをいくつか
選び、₄または₈小節をめどに、続きの旋律を作っ
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ていく。
作っている旋律が歌うためのものか、楽器で演

奏するためのものかによるが、全体の音域は考慮
されるべきである。歌うためのものであれば、最
低音から最高音までの音程の幅は、10度程度が適
当であろう。全体が高すぎたり、低すぎたりした
場合には、後ほど移調する。

ここまで無理なくできれば、二部形式（16小節）、
三部形式（24小節）にまとめるよう考える。伴奏
を考えるのも良い。あるいは、別の「骨組みの音列」
を考えるところへ立ち戻り、以上の過程を繰り返
すのも良い。

次には、和音、コード、簡易な伴奏を作る。伴
奏は、片手によるもの（右手で旋律、左手で伴奏）、
両手によるもの（旋律は歌う、あるいは別の楽器
で弾くことを前提に、両手で伴奏をする）、どち
らでも構わない。和音や伴奏型を決められない学
生もいる。その場合は、必要に応じたアドバイス
をすることになるが、伴奏を付すことには拘らず、
先へ進めても構わないと考える。

ひとつの「骨組みの音列」に対して、できるだ
け多くの動機を発想し書き留めることが重要。ま
た、ある「骨組みの音列」でアイデアが出尽くし
たと感じたら、別の「骨組みの音列」を設定して、
同様に動機を考えていくと良い。最初の「骨組み
の音列」ではなかなか発想できなかったとしても、

「骨組みの音列」を変えて繰り返していくことで発
想が柔軟になり、アイデアが出てくる。授業時数
としては、時間はかかるが、数回の授業時数を費
やすのが理想的である。また、前の段階として、
非和声音（経過音、刺繍音、倚音、逸音など）に
ついての知識をある程度以上備えていることが、
発想の多寡に繋がると考えられる。

₄―₂．【ステップ₂】対位法的な音楽に対する興味を
ひらく

（5）カノンをつくってみよう
カノンは、₁度、₈度、₅度、₂度など、様々

な音程によるが、授業では₈度のみを扱った。カ
ノンについて、長谷川良夫は「模倣するパートの
入りが早いほど、カノンとしての効果は良いが、
しかし、それがおそい程、作曲には容易である。」

と述べている（「作曲法教程」下巻）。ただ、模倣
するパートの入りの早い方が、カノンとしての実
感を得やすいので、₂声で、₂小節程度遅れて模
倣することを実習した。

留意すべきこととしては、リズムは相互に補完
しあうようなものが良いこと。例えば、₁：₁（四
分音符に対して四分音符を置く）、₁：₂（二分音
符に対して四分音符₂つ、あるいは四分音符に対
して八分音符₂つを置く）、₁：₃（付点二分音符
に対して四分音符₃つ、あるいは付点四分音符に
対して八分音符₃つを置く）、１：₄（全音符に対
して四分音符₄つ、あるいは二分音符に対して八
分音符₄つを置く）などが良好。付点四分音符＋
八分音符に対して付点四分音符＋八分音符を置く
などは避けた方が良い。

また、分散和音を成す旋律が多用された場合、
カノンには聴こえづらくなる可能性があるので、
注意が必要である。
【譜例₇】に、₂種類の試作例を掲げる。終止部

分では、模倣するパートの結尾を変えても差し支
えない。

（6）歌うためのカノンまたはカノン風楽曲
ここでは、カノンの方法を応用しつつ、厳格に

模倣しないことを容認して、曲想に柔軟性を持た
せる。学習者がパートに分かれて歌ってみること
を前提として制作する。そのためには、音域や声
部進行の配慮も必要である。

（7）カノンを応用した対位法的な曲　
インヴェンション作曲の初歩として、さらに自

由に対位法的な曲を試作する。厳格な対位法を学
習するには様々な禁則について学ぶ必要がある
が、これに時間をかけて学習するのは困難なので、
禁則の説明は、₂声部間で「完全₅度、完全₈度
を連続させない」、「並行して完全₅度に至らない」
こと等、最小限を説明するにとどめ、制作された
作品を添削しながら、好ましくない事象があれば
そのつど指摘し、必要に応じてアドバイスするこ
ととした。

₄―₃．【ステップ₃】さらに多様な表現へ
（8）簡単なシャコンヌ（パッサカリア）風変奏を試みる

₈小節程度の定旋律を作り（もしくは課題とし
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て提示し）これに基づいて旋律を作る。バスに定
旋律を置いて上声部を作曲する、上声部の定旋律
に対して下声部を作曲する、あるいは旋律の中
に定旋律の音を埋め込んでいくなど、どの方法
でも良い。【譜例₈】では、₃種の変奏例を示し
た。さらに大きな楽曲にするには、定旋律を何度
も繰り返し、変奏を繋げていく。参考楽曲は、ヘ
ンデル「パッサカリア」（鍵盤のための組曲 No.7　
HWV432より）、ブラームス「交響曲第₄番」第₄
楽章など。

（9）変奏曲をつくろう
シンプルな楽曲を主題として、変奏曲を作曲す

る。履修生全員が同じ主題について、主題に忠実
な変奏と、自由な変奏の少なくとも₂種類をつく
り、最後に全員の作品を並べて演奏すると、様々
な変奏が生まれて面白い。

主題としては、例えば「むすんでひらいて」。【譜
例₉】には、かつてこの授業を履修した濱口可奈
子さんが書いた主題を挙げておく。

（10）自由な作品
演奏可能であることという以外、特段の制約は

設けないで、自由に作曲に取り組む。楽器は任意
だが、可能であれば「自作自演は避ける」ことを
課した。演奏者（ほとんどの場合、学内にいる友人、
先輩、後輩）が理解できるように、正しい記譜で
譜面を書くこと、練習に立ち会ってコミュニケー
ションを取り、自分の意志を述べること、本番の
会場では、客席の雰囲気の中で自作が演奏される
のを聴くこと。これらの体験すべてが大切と考え
るからである。

₄―₄．【補記】ステップ₁に先立つ段階での旋律作り
ここまでの₃つのステップ、₉つの課題は、作曲初

心者とはいうものの、ある程度の音楽経験を積んでき
た学生を対象としたものである。教員養成大学では、
楽譜は読めるけれども、音楽経験を積んだとは自信を
持って言えない学生も大勢いる。そういう学生たちに
とっては、以上述べた課題の最初の方でも、なかなか
難しいと考えるかも知れない。そういう学生たちのた
めには、どのような課題を設定したら良いか。解決策
は提示できないが、ひとつの方法を簡単に書きとめて
おく。なお、楽譜の読み書きについては、まったく問

題もないというほどではないにしろ、一応のきまりは
理解していること前提とする。

◦五線紙を用紙して、これから単旋律を作曲をしよう
と声をかける（その気になってもらうことは大切）。

◦調を決める（まずはハ長調で良い）。拍子を決める。
◦まず₁小節目のリズムを作る。
◦続いて₂小節目のリズムを決める。₁小節目のリズ

ムを受け取るようなものにする。
◦₃小節目は₁小節目と、₄小節目は₂小節目と同じ、

または似たようなものにする。
◦₅小節目、₇小節目は₁小節目と同じ、₆小節目、

₈小節目は₂小節目、₄小節目と同じ、または似た
ようなものとして、まず₈小節目までのリズムを設
計する。

◦₁小節目・最初の音は、ド、ミ、ソ（短調ではラ、ド、
ミ）のいずれかとする。

◦₄小節目・最後の音は、ソ、レ、ミ（短調ではミ）
のいずれかとする。

◦₈小節目・最後の音はド（短調ではラ）とする。
◦旋律は、「歩く」、「階段」、「飛ぶ」のいずれかを使

うことになる。
◦「歩く」とは、中央に刺繍音をはさんだ音型（例え

ばド－シ－ド、ソ－ラ－ソ）、もしくは同じ音にと
どまる（例えばド－ド）音型。

◦「階段」は、隣接する音を上行、または下行する音
型（例えばミ－ファ－ソ、ソ－ラ－シ－ド－レ、ラ
－ソ－ファ）。

◦「飛ぶ」は、隣接しない音へ跳躍する（例えばド－
ミ－ラ、ソ－ド－ソ）。

◦「歩く」や「階段」を中心に、ところどころ「飛ぶ」
を加えて旋律を作る。

◦₈小節で1部形式の曲となるわけだが、可能ならば、
₁ ～ ₄小節目の旋律が「呼びかけ」、₅ ～ ₈小節
目が、それに対する「応え」となるように意識する
と良い。

◦さらに、₁、₂小節目が「呼びかけ」、₃、₄小節
目が「応え」のように対比できると、なお良いだろ
う。この形式のお手本となるのは「春が来た」（高
野辰之作詞、岡野貞一作曲）。

₁ ～ ₂小節目「春が来た　春が来た」
₃ ～ ₄小節目「どこに来た」
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₅ ～ ₆小節目「山に来た　里に来た」
₇ ～ ₈小節目「野にも来た」

　前半₄小節が「呼びかけ」、後半₄小節が「応え」と
なり、さらに、₂小節ずつが「呼びかけ」と「応え」
となっているのは、歌詞を読むとよりよくわかる。

◦アドバイザーは、楽譜として定着できたかどうかを
確認し、必要ならば一緒に伴奏を考える。

ほかに、先に和音の進行を決め、和音の中の音を選
んで旋律を作っていくという方法もある。例えば、₈
小節をコードネームＣ－Ｇ－Ｃ－Ｇ／Ｃ－Ｆ－Ｇ－Ｃ
で構成するなど。

ただ、これはなかなか自由な発想に結びつきにく
く、ある程度は形になっても、どれも同じような面白
味に書けるものになったり、和音との齟齬を生じる旋
律になってしまったりすることが多い。和音（伴奏）
をつけるのは、ハードルの高い作業なので、初心者に
は、自由に旋律を作ってもらって、経験豊かなアドバ
イザーが和音（伴奏）を補ってあげる方が、委縮する
ことなく旋律作りを楽しめるのではないかと考える。

₄―₅．作曲を演習することの有効性と課題
めざしたいところとしては、音楽理論の知識を得て、

音楽を構造的に理解すること、専門外の学生にも「作曲
する、自分や友人が作曲した作品を聴く」体験をしてほ
しいこと、将来、学校で「音楽づくり、作曲」を扱う場
合に、ハードルと感じないようになること、また教室
で児童、生徒と向き合ったときに、自信を持って適切
なアドバイスができるようになることなどである。

あらためて強調しておきたいのは、ここで行ってい
ることは、音楽大学における作曲専攻生としての厳格
な作曲修練ではなく、あくまでも教員養成大学におい
て、音楽全般を学習する学生を対象にしていることだ。
例えば、対位法の課題は多数の禁則を身につけた上で
アイデアを膨らませていくのが本来だが、時数が限ら
れ、音楽経験が少ない学生も含まれる中で、すべての
禁則を頭に入れさせるのは困難である。「やってはい
けないこと」の多さだけしか印象に残らない学習より、
多少の不具合にはこだわらず、対位法的な曲の制作を
体験するのは、既存の楽曲の対位法的書法への耳を拓
くことに繋がる。

加えて、自分が考えた音楽を、間違いなく人に伝え

られるよう、正しい記譜で作品の定着をはかることに
も注意をしたい。

実施にあたっては、前述のように、多くの授業が半
期であり時間が制約されている中で、個々の力を見極
めつつ、課題に取り組ませるための配慮が必要である。
また、和声学や対位法、非和声音や形式等についての
知識を少しでも多く身につけながら課題に取り組むた
めに、複雑な決まりごとを、できるだけ簡略に伝えて
いく工夫が必要である。

₅．楽曲分析

₅―₁．楽曲分析の必要性
楽曲分析は、音楽理論学習を総合するものである。

本稿「₂．教員をめざす学生が音楽理論・作曲を学習
する意味」の後半で述べたように、音楽を構造的に理
解することは、楽曲の構造を可視化することに他なら
ない。楽曲構造を可視化することによって、演奏にお
いても、鑑賞においても、自分自身の「作品の地図」
を持つことができる。「作品の地図」は、情緒や好き
嫌いではなく、音楽の演奏や鑑賞を、知的で能動的な
行為として成立させる。音楽に対する客観的、科学的
な目を持つことだと言い換えても良いだろう。教育現
場において「音楽を形づくっている要素」を抽出、把
握し「音楽の働き」と関わらせた理解を促すために、
とりわけ多くの音楽経験を積んでいない学生は、楽曲
分析力をつける必要がある。
「音楽理論演習（半期₂単位）」では、古典派、ロマ

ン派の音楽作品を取り上げ、形式（楽曲構造）、旋律と
背景をなすテクスチュア、和音進行と低音の様相、オー
ケストレーションといった様々な角度から分析し、そ
の作品の実像に迫ることをめざした。一例としては、
ソナタ形式で作られているある作品の、提示部と再現
部にどのような違いがみられるかといったことは、譜
面を仔細に検討してはじめて把握できる。再現部が提
示部と比較して、長さ、内容ともに大きな変化がない
のか、著しく異なっているか等を見極めることは、演
奏、鑑賞両面に必要な思考材料を提供してくれる。

取り上げた作品の例としては、バッハ：フーガの技
法、音楽の捧げもの、モーツァルト：交響曲第40番、
41番、ピアノ協奏曲第20番、ベートーヴェン：交響曲
第₅番、第₇番、弦楽四重奏曲第₇番、シューベルト：
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弦楽四重奏曲「死と乙女」、五重奏曲「ます」、メンデ
ルスゾーン：交響曲「イタリア」、シューマン：子供
のためのアルバム、子供の情景、交響曲第₃番「ライ
ン」、ブラームス：交響曲第₂番、第₄番など。小品
は別として、全員スコアを購入し、原則半期で全曲を
扱う。

₅―₂．楽曲分析することの有効性と課題 
作品を細部にわたって分析することによって、霧が

晴れて見通しが良くなったような達成感を得ることが
ある。規模の大きな曲であればあるほど、漠然と演奏
や鑑賞するのではなく、作品の構造と内実に近づくた
めに、楽譜を詳細に検討することが有効だ。

分析の前提となる音楽理論の知識、例えば和音の種
類、調性判定や転調を判断する力が個人によって差が
出る。従って、和声学の復習をしながらの分析になる
ことも多い。副属七や準固有和音等については、（理
論の授業で一度は学習したにも関わらず）そのつどあ
らためて和音の構造を説明しなければならない。だが、
和声学を紙の上の課題だけで終わらせないために、過
去の学習で実施した内容を、実際の曲の中で振り返り
ながら分析を進めるのは、教員養成を志す学生たちに
とっては、むしろ意味のあることだと考える。

おわりに

この稿は、2017年₅月13日に行われた「平成29年度
日本教育大学協会全国音楽部門大学部会　第42回全国
大会（熊本）」の第₅分科会【作曲】「より実践的な音
楽理論、作曲法の授業について」において提言した「教
員をめざす学生が『理論を知ること、「作曲」を体験す
ること』の意味」の発表資料に加筆したものである。
願わくは、教員をめざす学生の多くが音楽理論や作曲
を学び、教育現場で、児童、生徒とともに作曲を楽し
み、名曲の魅力を深く理解することに繋げてほしいと
思う。
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【譜例₁】

【譜例2a】

【譜例2b】
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【譜例₃】「円形のテーブルのまわりに、六脚の椅子が等間隔に並んでいる。」新聞より

【譜例₄】

【譜例₅】
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【譜例₆】

【譜例₇】

教員をめざす学生のための「音楽理論・作曲」学習
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【譜例₈】

【譜例₉】変奏曲の主題例「むすんで  ひらいて」濱口可奈子編曲
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